
社会福祉法人天草市社会福祉協議会 
行　動　計　画 

　女性が活躍できる雇用環境を整備し男女ともに長く勤められる職場環境を作

るため、次のように行動計画を策定する。 

1. 計画期間：令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

2. 内容 

 

＜対策＞ 

令和　８年　４月～　育児休業の対象となる男性職員に対し制度の周知と利用促進を

促す。 

 

＜対策＞ 

令和　８年　４月～　１００時間を超える職員に対しては業務改善を行う。 

令和１０年　４月～　職員との面接を行い処遇体系を整備する。 

 

＜対策＞ 

令和　８年　４月～　女性管理職に対するヒアリングの実施。 

令和　９年　４月～　仕事と家庭の両立ができるような業務内容を検討し、働きやす

い環境を整える。 

令和１０年　４月～　管理職候補者の女性職員を対象とした研修会への参加を促す。 

目標１：男性の育児休業取得期間２週間以上の割合を５０％以上とする。

目標２：フルタイム労働者の法定時間外労働及び法定休日労働の年間合計の平均を 

　　　　１００時間未満にする

目標３：管理職（支所長級以上）に占める女性割合を２０％以上とする。


